
冬季休業期間中の証明書発行について 
 

冬季休業期間＜１２月２３日(水)～１月５日(火)＞の以下の日程に

おいては、事務所窓口・自動発行機ともに、証明書の発行ができませんの

でご注意ください。 

 

 ・全ての土、日、祝日および 

１２月２９日（火）～１月５日（火）の終日 

 ・１月６日（水）１２：００まで 

以上 

 

２００９年１２月１４日 政治経済学部 


